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★ これまでの経過 

 試行実施期間：令和４年１０月１７日～（現在も実施中） 

 実施主体：枚方市、枚方市商業連盟、生活協同組合おおさかパルコープ 

 ＜試行実施期間の食品提供量の実績＞ 

集計月 食品提供量 ５月  142.3 kg 

令和４年 11月  89.5 kg ６月  63.3 kg 

12月  198.2 kg ７月  131.8 kg 

令和５年１月  72.9 kg  ８月  169.6 kg 

２月  107.9 kg ９月  114.6 kg 

３月  78.6 kg 10月  99.4 kg 

４月  105.2 kg 合計 1,373.3 kg 

 

★ 本格実施での変更点 

 １．食品提供先の拡大 

  これまでは、食品提供先を市内子ども食堂実施団体としていたが、本格実施にあた

り、生活困窮者への食料提供を行っている市健康福祉総合相談課、枚方市社会福祉協

議会を新たな提供先として追加し、生活困窮者への食料支援を行う。 

 

 ２．回収拠点を８カ所から 12カ所へ拡大 

  11月 1日からは、東部清掃工場、希釈放流センター、枚方市社会福祉協議会（ラポ

ールひらかた内）の３カ所を追加し、令和６年１月から市役所本庁別館に追加する。 

 ※食品回収場所一覧表は次ページ 

 

 

 

 

公民連携で持続的な社会づくり 
枚方版フードドライブが本格的に始動 

    令和５年（2023年）10月 30日 

市は、枚方市商業連盟と生活協同組合おおさかパルコープと連携したフードドライブ

を 11月１日から本格実施する。昨年 10月から取り組んできた試行実施における家庭か

らの食品提供量と団体や施設へ譲渡した実績を踏まえて、回収拠点と食品提供先を拡大

し、市内の子ども食堂だけでなく、生活困窮者への食料支援も行う。市の担当者は「食

品ロスの課題、子ども食堂の運営サポート、生活支援をうまくつなげたかった。行政と

民間それぞれの役割と強みを生かして持続的な社会づくりを進めたい」と話す。 
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 ＜食品回収場所＞★印は追加箇所 

店舗等名称 所在地 

アル・プラザ枚方 津田元町１－４－１ 

イズミヤ枚方店 禁野本町１－871 

チカラのみせ処 宮ノサポ 宮之阪１－19－２ 

枚方ビオルネ 岡本町７－１ 

枚方マツバラ 御殿山町５―31 

マルテンホーム 牧野阪２－７―38 

ローズ電化 楠葉中町 36－16 

市 穂谷川清掃工場 田口５－１－１ 

★市役所本庁別館 大垣内町２－１－20 

★市 東部清掃工場 尊延寺 2949 

★市 希釈放流センター 出口２－30－１ 

★枚方市社会福祉協議会 

（ラポールひらかた内）  
新町２－１－35 

  

★ 各主体の役割 

（枚方市商業連盟） 

加盟するフードドライブ協力店舗で市民から提供される食品を回収 

（生活協同組合おおさかパルコープ） 

食品の仕分けや市のフードドライブ事業で譲渡先が決まらなかった食品を引き取

り、自社のフードドライブのネットワークを活用しサポート。 

  （枚方市） 

フードドライブの周知活動、食品の運搬、子ども食堂実施団体及び生活困窮者へ

の食品提供 

 

★ フードドライブ手順 

１．協力店舗に食品回収ボックス（上記写真）を設置。賞味期限が１カ月以上先で

常温保存できる未開封の食品を対象に市民から提供を受ける。 

２．毎月１日に市は協力店舗で集めた食品を収集し、生活協同組合おおさかパルコ

ープへ搬入。 

３．同パルコープは、集まった食品をチェックし仕分けて市へ搬入。 

４．市は、市内の子ども食堂実施団体を対して希望する食品を確認し、食品を提供。 

５．市は、枚方市社会福祉協議会などを通じて生活困窮者に食品を提供 

６．市が活用したもの以外の食品は、同パルコープでのフードドライブで活用 

＜お問い合わせ＞ 

環境部 循環型社会推進課 

☎：072-807-6211 FAX：072-849-6645 


